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自己株式を活用した第三者割当による第３回新株予約権 

(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ 
 

当社は、2021年７月 12日開催の取締役会において、第三者割当により、自己株式を活用した第３回新

株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、自己株式を充当する予定でお

ります。 

記 

 

１．募集の概要 

(１) 割当日 2021年７月 28日 

(２) 新株予約権の総数 13,000 個 

(３) 新株予約権の発行価額 総額 4,199,000円(本新株予約権１個当たり金 323円) 

(４) 当該発行による潜在株

式数 

潜在株式数：1,300,000株(新株予約権１個につき 100株) 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 1,150 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式

数は 1,300,000株です。 

(５) 資金調達の額 1,726,499,000円(差引手取概算額)(注) 

(６) 行使価額及びその修正

条件 

当初行使価額 1,331円 

行使価額は、2021年７月 29日以降、本新株予約権の各行使請求の効

力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取

引所」といいます。)における当社普通株式の終値(同日に終値がない

場合には、その直前の終値。以下「東証終値」といいます。)の 92％

に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。

但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合に

は、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 

(７) 募集又は割当方法 

(割当予定先) 

いちよし証券株式会社(以下「割当予定先」といいます。)に対する第

三者割当方式 
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(８) その他 当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効

力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約(以下「本割当契

約」といいます。)を締結する予定です。本割当契約において、①割当

予定先は、当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行

使許可に示された 60 取引日を超えない特定の期間において、当該行

使許可に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できるこ

と、及び②割当予定先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権を

第三者に譲渡することができないこと等が定められます。 

本割当契約の詳細については、下記「２.募集の目的及び理由 (２) 

資金調達方法の概要」をご参照ください。 

(注) 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出した本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用

の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動い

たします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われな

い場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。 

 

２．募集の目的及び理由 

(１) 資金調達の目的 

当社は、昭和 52 年の創業以来「就職博」、「あさがくナビ（朝日学情ナビ）」及び「Ｒｅ就活」な

どの独自商品の開発・販売を続け、会社を成長発展させてまいりました。当社の主たる事業領域であ

る「就職情報事業」におきましては、近年の世界的な新型コロナウイルス感染症の拡がりもあり、Ｗ

ｅｂメディアによる採用支援・就業支援の必要性が加速度的に高まっております。一方で「人材」を

扱う上でＷｅｂメディアだけで全てを完結させるのではなく、「リアル」での採用支援・就業支援へ

のニーズも特に若年層の就職環境においては依然として高いものがあり、Ｗｅｂとリアルでのハイブ

リッドな採用支援・就業支援を実現していくには、人員及び事業インフラの整備強化並びに更なる新

しい新商品の開発が不可欠となっております。  

こうした中、当社では新型コロナウイルス感染症対策中の 2020 年においても、感染予防対策を徹

底した少人数制ダイレクトリクルーティング型イベントである「就活サポートｍｅｅｔｉｎｇ」とい

ったリアルのニーズに対応した新商品並びにＷｅｂを活用しつつライブ配信を中心とした「Ｗｅｂ就

職博」及びソーシャルネットワーキングサービス(ＳＮＳ)連動動画の「ＪｏｂＴｕｂｅ」といったデ

ジタル・オンラインニーズに対応した新商品を開発し、市場投入いたしました。これらの新商品群は

大変好評で、コロナ下における当社の売上にも寄与する効果がでております。 

上記を踏まえつつ、当社の今後の中長期的な経営戦略としては、以下を推進していくこととしてお

ります。 

・「20 代通年採用」支援のプラットフォームであるＷｅｂメディアの更なる成長強化を図る 

・大幅な体制強化（2020年度から 2024年度までの５年で 400 人採用）を図り、更なる首都圏マー

ケットでのシェア向上と全国規模の事業展開を実現 

・積極的な新規事業・新サービス展開に取り組み、競争優位を強化する 
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上記を達成するには、当社全社員の能力向上が必要不可欠でありますが、当社は“トータルとして

の「会社力」の一層の強化”を図りつつ、将来的には、「就職」「人材」という枠にとらわれず「総

合情報企業」として世界のリーディングカンパニーとなるべく成長し、当社の企業価値の向上を図っ

ていきたいと考えております。上記の外部環境、当社の近年の取組み及び今後の経営戦略を総合的に

勘案し、今般当社は、「就職」「人材」という枠にとらわれず「総合情報企業」として世界のリーデ

ィングカンパニーとなるべく、当社既存Ｗｅｂメディアである「あさがくナビ」「Ｒｅ就活」を中心

とする就職情報事業の拡大及び更なる新規Ｗｅｂメディアの開発強化に不可欠な情報集積地である

首都圏を中心とする全国的な事業インフラ拡充及び人員増強並びにＭ＆Ａ及び資本・業務提携等によ

る新規事業領域の立ち上げを目的として、第三者割当による新株予約権の発行を実施することにいた

しました。 

具体的な資金使途は、中長期的な経営戦略に基づき、①首都圏マーケットにおける営業体制及びコ

ンテンツ制作体制の強化のための人材採用経費、人件費、採用後教育費及び社員管理基幹システム導

入費（（ⅰ）2019 年 12月策定の中期経営計画において目標とする 2020 年度から 2024年度までの５

年間での 400名採用の一環として、100名の中途採用を実施するための人材採用経費、（ⅱ）人員増

加に伴い増加が見込まれる人件費、（ⅲ）Ｗｅｂ技術者とクリエイティブスタッフの採用後教育費及

び（ⅳ）社員増加に伴う社員管理基幹システム導入費）、②首都圏マーケットにおけるシェア向上の

ための営業拠点強化拡大に関する費用（（ⅰ）東京本社移転拡大の費用並びに（ⅱ）テレワーク及び

オフィス環境整備関連費用）、③既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うＴＶＣＭ等の大規模プ

ロモーションに関する費用並びに④新規事業領域又は新サービス展開に必要なＭ＆Ａ及び資本・業務

提携に関する費用が挙げられます。 

なお、本資金調達における具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、「３．調達する資

金の額、使途及び支出予定時期 (２) 調達する資金の具体的な使途」に記載しております。 

 

(２) 資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、行使期間を約２年間とする本新株予約権を、第三者割当の方法によって当社が

割当予定先に対して割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資金調達及び資

本増強が行われる仕組みとなっております。また、本新株予約権には、当社が本新株予約権の行使を

許可した場合に限り、割当予定先は本新株予約権を行使できる旨が定められた行使許可条項(下記＜

行使許可条項＞をご参照ください。)が付与されており、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場

環境等を総合的に勘案し、当社の裁量により割当予定先に対して行使許可を行うかどうかを判断する

ことができる仕組みとなっております。  

なお、当社が割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に締結する本割

当契約には、下記の内容が含まれます。 

 

＜行使許可条項＞ 

１) 割当予定先は、本割当契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書を提出

し、これに対し当社が書面(以下「行使許可書」といいます。)により本新株予約権の行使を許可

した場合に限り、行使許可書に示された最長 60 取引日の期間(以下「行使許可期間」といいま

す。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ、本新株予約権を行使できます。また、割

当予定先は、何度でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の時点で、それ以前に

なされた行使許可に基づき割当予定先が本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、

行使許可の申請を行うことはできません。 

２) 当社は、行使許可を行った後、行使許可期間中に当該行使許可を取り消す旨を割当予定先に通知

することができ、この場合、通知の翌々取引日から、割当予定先は当該行使許可に基づく本新株

予約権の行使ができなくなります。 

３) 当社は、行使許可を行った場合又は行使許可を取り消した場合には、その旨をプレスリリースに

て開示いたします。 
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＜譲渡制限条項＞ 

割当予定先は、本新株予約権について、当社取締役会の承認を得た場合を除き、当社以外の第三

者に対して譲渡を行うことはできません。 

 

＜本新株予約権の買入請求条項＞ 

割当予定先は、本新株予約権の発行後、2021年７月 29日から 2023 年６月 15 日までのいずれか

の５連続取引日の当社普通株式の東証終値の全てが本新株予約権の下限行使価額を下回った場合、

又は 2023年６月 16日以降 2023 年７月 14日までの間はいつでも、当社に対して通知することによ

り本新株予約権を買い取ることを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新

株予約権１個につきその払込金額と同額を支払うことにより割当予定先が保有する本新株予約権

を買い取ります。 

 

なお、本新株予約権には、上記＜本新株予約権の買入請求条項＞とは別に、当社の選択によりいつ

でも、残存する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権１個につきその払込金額と同額を支払

うことにより取得することができる旨の取得条項が付されています。また、かかる取得条項とは別の

取得条項として、当社が本新株予約権の行使期間の末日(2023 年７月 28日)に、当該時点で残存する

本新株予約権の全部を、本新株予約権１個につきその払込金額と同額を支払うことにより取得する旨

の取得条項が付されております。当該取得条項については、本プレスリリース添付の本新株予約権の

発行要項第 14項第(１)号及び第(２)号をご参照ください。 

 

(３) 資金調達方法の選択理由 

様々なエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、当社の

資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な手法であるかどうかと共に、既存株主の利益に充分配

慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わっているかどうか

も重視いたしました。また、資本政策の変更が必要となった場合の柔軟性が確保されていること等も

手法選択の判断材料といたしました。 

その結果、以下に記載した＜本資金調達方法の特徴＞、＜本資金調達方法のデメリット＞及び＜他

の資金調達方法との比較＞を踏まえ、当社は、本新株予約権による資金調達が、当社のニーズを充足

し得る現時点における最良の選択であると判断いたしました。 

 

＜本資金調達方法の特徴＞ 

１) 当社の資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な設計となっております。 

 ・当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールするこ

とができるため、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、臨機応変な

資金調達を図ることが可能となります。 

２) 過度な希薄化への配慮がなされております。 

 ・発行後の当社株価動向にかかわらず、本新株予約権の行使による最大増加株式数が固定されて

いることから、行使価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加する転換社債型新

株予約権付社債(一般的なＭＳＣＢ)とは異なり、株式価値の希薄化が限定されております。 

３) 株価への影響の軽減が期待されます。 

 ・本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値

を基準として修正される仕組みとなっておりますが、修正後の行使価額が下限行使価額を下

回る価額に修正されることはなく、株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面におい

て、さらなる株価低迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように

配慮した設計となっております。 
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４) 資本政策の柔軟性が確保されております。 

 ・資本政策の変更が必要となった場合、発行期間中を通じて、当社の判断により残存する本新株

予約権の全部又は一部を取得することができることから、資本政策の柔軟性を確保すること

ができます。 

 

なお、本新株予約権には下記のデメリットが存在しますが、上記の特徴は、当社にとって下記のデ

メリットを上回る優位性があるものと考えております。 

 

＜本資金調達方法のデメリット＞ 

１) 市場環境に応じて、本新株予約権の行使完了までには一定の期間が必要となります。また、当社

の株式の流動性が減少した場合には、行使完了までに時間がかかる可能性があります。 

２) 株価の下落局面においては、本新株予約権の行使価額が下方修正されることにより、調達額が当

初予定額を下回る可能性があります。また、株価水準によっては行使が行われず資金調達が進ま

ない可能性があります。 

３) 行使許可期間中における本新株予約権の行使は割当予定先の裁量により、当社がその行使を強

制することはできないことから、割当予定先がその裁量により行使をしない限り資金調達がで

きない仕組みとなっております。 

 

また、当社は、本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達手法との比較検討

も行い、その結果、本新株予約権が現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしまし

た。 

 

＜他の資金調達方法との比較＞ 

１) 公募増資等により一度に全株を発行する場合においては、一時に全額の資金調達を実現可能な

反面、１株当たりの利益の希薄化もその全額につき一時に発生するため、株価への影響が大きく

なるおそれがあると考えられます。 

２) 株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、調達額が割当先である既存投資家の参加率に

左右されることから、当社の資金需要の額に応じた調達の達成が不確定であるため、今回の資金

調達方法として適切でないものと考えております。 

３) 株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるＭＳＣＢ)の発行

条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に

応じて変動するという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行

使価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するために、株価への影響が想定以上

に大きくなるおそれがあり、今回の資金調達方法として適切でないものと考えております。 

４) 行使価額が修正されない新株予約権については、株価上昇時に行使価額が上方修正されないた

め、株価上昇に伴う調達額の増加メリットを当社が享受できず、一方で行使価額の下方修正がな

されないことから株価下落時における資金調達が困難となりやすいデメリットを持ちますので、

当社のニーズに適した資金調達方法ではないものと考えております。 

５) 銀行借入による資金調達は、調達金額が全額負債となるため財務健全性の低下につながり、今回

の資金調達方法として適切でないものと考えております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(１) 調達する資金の額 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

1,734,499,000 8,000,000 1,726,499,000 

(注) １．払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(4,199,000円)に、当初行使価額に基づき

算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額(1,730,300,000 円)を合

算した金額であります。 
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２．行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株

予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が

取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。 

３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値算定費用及びその他事務費用(有価

証券届出書作成費用及び変更登記費用等)の合計額であります。 

４．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(２) 調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途は以下のとおりです。 

 

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期 

① 首都圏マーケットにおける営業体

制及びコンテンツ制作体制の強化

のための人材採用経費、人件費、

採用後教育費及び社員管理基幹シ

ステム導入費 

1,070 

2021年７月 

～2023年７月 

② 首都圏マーケットでのシェア向上

のための営業拠点強化拡大に関す

る費用 
40 

③ 既存事業の売上拡大・ブランド強

化等のためのＴＶＣＭ等の大規模

プロモーションに関する費用 
300 

④ 新規事業領域又は新サービス展開

に必要なＭ＆Ａ及び資本・業務提

携に関する費用 
316 

合計 1,726 － 

(注) １．本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたし

ます。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行わ

れない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減

少します。本新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合に

は、手元資金を充当するか、又はその他のファイナンス手段により資金を調達して充当す

る予定であります。なお、本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充

当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、④新規事業領域又は新サービ

ス展開に必要なＭ＆Ａ及び資本・業務提携に関する費用に充当する予定であります。 

２．当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金を速やかに支出する計画であります

が、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定で

あります。 

３．上記具体的な使途につき、①、②及び③の支出時期の早いものから優先的に充当していく

予定であります。 

４．④において、Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携等が上記支出予定時期の期間中には実行できず、

調達した資金が当該期間中は当該費用に充当されない場合も考えられます。その場合、当

社は、引き続き新たな案件の検討を続けたうえで、上記支出予定時期以降においても、Ｍ

＆Ａ及び資本・業務提携等に係る費用に充当する考えでおります。その場合は適切に開示

します。 

 

当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金使途について

の詳細は以下のとおりです。 
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＜①  首都圏マーケットにおける営業体制及びコンテンツ制作体制の強化のための人材採用経

費、人件費、採用後教育費及び社員管理基幹システム導入費＞ 

(ⅰ) 2019年 12月策定の中期経営計画において目標とする 2020 年度から 2024年度までの

５年間での 400 名採用の一環として、100名の中途採用を実施するための人材採用経

費 

(ⅱ) 人員増加に伴い増加が見込まれる人件費 

(ⅲ) Ｗｅｂ技術者とクリエイティブスタッフの採用後教育費 

(ⅳ) 社員増加に伴う社員管理基幹システム導入費 

金額の内訳は、以下を想定しているものの、調達金額により変更される場合があります。 

(ⅰ)～(ⅲ)に係る費用合計：1,020百万円 

(ⅳ)に係るシステム導入費：50百万円 

 

＜②  首都圏マーケットでのシェア向上のための営業拠点強化拡大に関する費用＞ 

金額の内訳は、以下を想定しているものの、調達金額により変更される場合があります。 

(ⅰ) 東京本社移転拡大の費用：20百万円 

(ⅱ) テレワーク及びオフィス環境整備関連費用：20百万円 

 

＜③  既存事業の売上拡大・ブランド強化等のためのＴＶＣＭ等の大規模プロモーションに関す

る費用＞ 

金額の内訳は、以下を想定しているものの、調達金額により変更される場合があります。 

(ⅰ) ＴＶＣＭ素材制作費（キャラクタータレント等の契約費等を含む）：50百万円 

(ⅱ) メディア放映料（地上波テレビ）：250百万円 

 

＜④  新規事業領域又は新サービス展開に必要なＭ＆Ａ及び資本・業務提携に関する費用＞ 

(ⅰ) 学生及び若手社会人の職業観涵養のためのインターンビジネスにおけるＭ＆Ａ及び

資本・業務提携 

(ⅱ) 若手から支持されるオンラインコンテンツに関するビジネスにおけるＭ＆Ａ及び資

本・業務提携 

(ⅲ) 顧客データベースを活かしたライフステージに応じたオンラインビジネス等におけ

るＭ＆Ａ及び資本・業務提携 

なお、上記(ⅰ)～(ⅲ)のＭ＆Ａ及び資本・業務提携について、それらの一部又は全部に調達

資金を充当することが考えられるものの、優先順位等も含め、現時点で決定している具体的

な計画はありません。具体的な資金使途が確定した場合は、適切に開示します。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(２) 調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、一層の事業拡大、収益の向上及

び財務体質の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収益向上及び企業価値向上

に寄与するものであると考えていることから、かかる資金使途は合理的なものであると考えておりま

す。 

 

５．発行条件等の合理性 

(１) 発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力

発生をもって締結予定の本割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三

者評価機関である株式会社赤坂国際会計(代表者：黒崎 知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番

８号)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行

要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーショ
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ンを基礎として、評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要、当社及び割

当予定先の権利行使行動等並びに割当予定先の株式処分コストを考慮した一定の前提(当社の資金調

達需要が権利行使期間にわたって一様に分散的に発生すること、資金調達需要が発生している場合に

は割当予定先からの行使許可申請に対して当社がこれに応じること、それ以降については本新株予約

権が残存する限り当社が当該行動を継続することにより割当予定先の権利行使を促すこと、割当予定

先は当社からの行使許可が得られた場合には出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使

及び売却を実施すること、当社からの通知による取得が実施されないこと等を含みます。)を置き、

本新株予約権の評価を実施しています。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジ(モンテカルロ・シミュレーシ

ョンの計算結果から統計上想定される評価額レンジである、本新株予約権１個につき 321円から 323

円)を参考に、当該評価額レンジの範囲内で、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権の１

個の発行価額を 323円としています。 

また、本新株予約権の当初行使価額は、発行決議日の直前取引日(2021年７月９日)の東証終値に相

当する金額としており、その後の行使価額も、2021 年７月 29日以降、本新株予約権の各行使請求の

効力発生日の直前取引日の東証終値の 92％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修

正されるものの、その価額は下限行使価額である 1,150円を下回ることはありません。なお、本新株

予約権の行使価額の修正比率 92％は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との

間での協議を経て設定しました。 

当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼ

す可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられて

いるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算

定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額レンジの範囲内で決定される本新株予約権

の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断しました。 

また、当社監査役全員より、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、取締役会は、本新株予

約権の発行を決議するにあたって既存株主に対する影響を考慮しており、また、本新株予約権の払込

金額の妥当性につき実績ある評価機関による本新株予約権の価値評価を踏まえて判断を行う等、本件

について十分検討を重ねており、上記の決定方法に基づき本新株予約権の払込金額を決定するという

取締役の判断は適法である旨の意見がなされています。 

 

(２) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数の総数は最大 1,300,000株(議決権 13,000

個相当)であり、2021年４月 30日現在の当社発行済株式総数 15,560,000株に対して最大 8.35％(2021

年４月 30 日現在の当社総議決権数 141,425 個に対して最大 9.19％)の希薄化が生じるものと認識し

ております。 

しかしながら、当該資金調達により、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (２)

調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、一層の事業拡大、収益の向上及び財

務体質の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収益向上及び企業価値向上に寄

与するものであると考えていることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なも

のであると考えております。 

また、①本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数の総数最大 1,300,000株に対し、当社普

通株式の過去６ヶ月間における１日当たり平均出来高は 71,297 株であり、一定の流動性を有してい

ること、かつ②当社の判断により任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株

予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えてお

ります。 

これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。 
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６．割当予定先の選定理由等 

(１) 割当予定先の概要 

① 名称 いちよし証券株式会社 

② 所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号 

③ 代表者の役職・氏名 取締役(兼)代表執行役社長 玉田 弘文 

④ 事業内容 金融商品取引業 

⑤ 資本金 14,577 百万円 

⑥ 設立年月日 1944年５月 29日 

⑦ 発行済株式数 42,431,386株(2021年３月 31日現在) 

⑧ 決算期 ３月 31 日 

⑨ 従業員数 979名(2021年３月 31日現在) 

⑩ 主要取引先 投資家及び発行体 

⑪ 主要取引銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀

行、株式会社りそな銀行、株式会社七十七銀行、東京証券信用組合、

株式会社ゆうちょ銀行、株式会社中国銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社、みずほ信託銀行株式会社 

⑫ 大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)    7.08％ 

⑬ 当事会社間の関係 

 資本関係 割当予定先が保有している当社の株式の数：０株 

(2021年４月 30日現在) 

当社が保有している割当予定先の株式の数：０株 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当社の主幹事証券会社であります。 

関連当事者への該当

状況 

該当事項はありません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態(連結) 

決算期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

純資産 34,718 百万円 28,772 百万円 29,108 百万円 

総資産 48,544 百万円 43,530 百万円 49,211 百万円 

１株当たり純資産 827.53 円 797.12 円 804.07 円 

営業収益 21,227 百万円 18,846 百万円 19,747 百万円 

営業利益又は営業損失(△) 2,056百万円 △545百万円 1,264百万円 

経常利益又は経常損失(△) 2,238百万円 △469百万円 1,300百万円 

親会社株主に帰属する当期

純利益又は親会社株主に帰

属する当期純損失(△) 

1,674百万円 △724百万円 1,001百万円 

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失(△） 
39.25円 △17.72 円 27.79円 

(注) 当社は、東京証券取引所の取引参加者であり、また、割当予定先が東京証券取引所市場第一部に

株式を上場しており、割当予定先が東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関す

る報告書において、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人であ

る反社会的勢力による被害を防止するための「反社会的勢力との関係遮断のための基本方針」を

策定していること等を確認して、割当予定先は反社会的勢力等とは関係がないと判断しておりま

す。 
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(２) 割当予定先を選定した理由 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由 (３) 資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、今回

の資金調達における手法の選択に際して、①上記「２．募集の目的及び理由 (１) 資金調達の目的」

に記載の調達目的を達成するために適した手法であること、②株価への影響にも十分に配慮した仕組

みとなっていることを重視した上で、多様な資金調達手法の比較検討を進めて参りました。 

そのような状況の中、割当予定先より提案があった本新株予約権のスキームは、当社のニーズを充

足し得る内容であったことに加え、同社が①従前より当社に対して資本政策を始めとする様々な提案

及び議論を行っており、当社の経営及び事業内容に対する理解が深いこと、②国内に厚い投資家基盤

を有しており、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の株式市場等における円滑な売却

が期待されること、③総合証券会社として様々なファイナンスにおける実績もあること等を総合的に

判断した上で、同社を割当予定先として選定することといたしました。 

なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である割当予定先による買受けを予定するものであり、

日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われる

ものであります。 

 

(３) 割当予定先の保有方針 

本新株予約権の割当予定先であるいちよし証券株式会社は、本割当契約上、本新株予約権を第三者

に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を得る必要があります。当社取締役会の承認を以って本新

株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認、反社会的勢力等でないことの確認、

行使の払込原資確認、本新株予約権及びその行使により取得する株式の保有方針の確認、本割当契約

に定められた行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認いたします。また、譲渡

承認が行われた場合には、当社はその内容を開示いたします。 

なお、割当予定先は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式を長期間保

有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しつつ速やかに売却していく方

針であることを確認しております。 

 

(４) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先であるいちよし証券株式会社からは、本新株予約権の発行価額の総額の払込み及び本新

株予約権の行使に要する資金は確保されている旨の報告を受けております。また、割当予定先の 2021

年３月期有価証券報告書(2021年６月 28日提出)に含まれる貸借対照表から、割当予定先における十

分な現金・預金(13,698百万円)の存在を確認したことから、当社としてかかる払込み及び行使に支障

はないと判断しております。 

 

(５) 株券貸借に関する契約 

本新株予約権の発行に伴い、株式会社アンビシャスは、その保有する当社普通株式の一部について

割当予定先であるいちよし証券株式会社への貸株を行う予定です。割当予定先であるいちよし証券株

式会社は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使の結果取得することとなる当社普通株式の数

量の範囲内で行う売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的として、当社普通株式の

借株は行いません。 

 

(６) その他 

本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当予定先であるいちよし証券株式会社との間で、

本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の本割当契約において、上記「２．募

集の目的及び理由 (２) 資金調達方法の概要」に記載の内容以外に下記の内容について合意する予

定であります。 
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＜割当予定先による行使制限措置＞  

１) 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434条第１項及び同規程施行規則第 436

条第１項乃至第５項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にＭＳＣＢ等

の買受人の行使により取得される株式数が、ＭＳＣＢ等の払込時点における上場株式数の 10％

を超える場合(以下「制限超過行使」といいます。)には、当該 10％を超える部分に係る転換又

は行使を制限します(割当予定先が本新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売

先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、同様の内容

を約する旨定めることを含みます。)。 

２) 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような

本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ

当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前(2021 年４月 30日現在) 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 12.49％ 

株式会社アンビシャス 9.64％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5.02％ 

株式会社朝日新聞社 5.00％ 

株式会社朝日学生新聞社 5.00％ 

ＪＰＬＬＣ ＣＬＩＥＮＴ ＳＡＦＥＫＥＥＰＩＮＧ ＡＣＣＯＵＮＴ 

（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 
4.80％ 

学情社員持株会 3.57％ 

中井 清和 2.96％ 

中井 大志 2.74％ 

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 

（常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） 
2.72％ 

(注) １．本新株予約権の募集分については、権利行使後の株式保有について長期保有を約していないた

め、本新株予約権の募集に係る潜在株式を反映した「募集後の大株主及び持株比率」は記載し

ておりません。 

２．募集前の持株比率は、2021 年４月 30日現在の株主名簿上の株式数を基に作成しております。 

３．当社は、自己株式 1,414,000 株（2021 年４月 30 日現在）を保有しており、本新株予約権の行

使により、当該自己株式を交付する予定でおります。 

４．2017 年 11 月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、レオ

ス・キャピタルワークス株式会社が 2017 年 10 月 31 日現在で、以下の株式を所有している旨

が記載されているものの、当社として 2021 年４月 30日現在における実質所有株式数の確認が

できませんので、上記「募集後の大株主及び持株比率」には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の変更報告書及び大量保有報告書の変更報告書の訂正報告書の内容

は次のとおりであります。 

氏名又は名称 住所 保有株券等

の数（株） 
株券等保有 

割合（％） 
レオス・キャピタル

ワークス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 11番１号 1,274,900 8.19 

５．2020 年９月 24 日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ＳＭＢＣ日興証券

株式会社及びその共同保有者である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社が 2020 年９

月 15日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として 2021年４

月 30 日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「募集後の大株主及び持

株比率」には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 
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氏名又は名称 住所 保有株券等

の数（株） 
株券等保有 

割合（％） 
ＳＭＢＣ日興証券株

式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,274,900 8.19 

三井住友ＤＳアセッ

トマネジメント株式

会社 
東京都港区虎ノ門一丁目 17番１号 1,274,900 8.19 

 

８．今後の見通し 

今回の調達資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (２)調達する資金の具体

的な使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につ

ながるものと考えております。また、今回の資金調達による、今期業績予想における影響は軽微であり

ます。 

 

９．企業行動規範上の手続き 

本新株予約権の発行は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない

こと(本新株予約権の全てが行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこ

と)から、東京証券取引所の有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の

意思確認手続きは要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(１) 最近３年間の業績 

 2018年 10月期 2019年 10月期 2020年 10月期 

売 上 高 6,448,000千円 7,028,375千円 5,720,004千円 

営 業 利 益 1,457,089千円 1,937,997千円 1,188,411千円 

経 常 利 益 1,590,159千円 2,032,698千円 1,372,019千円 

当 期 純 利 益 1,123,904千円 1,402,818千円 927,459 千円 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 75.77円 95.81円 64.29円 

１ 株 当 た り 配 当 金 

（うち１株当たり中間配当額） 

34.0円 

（17.0） 

37.0円 

（18.0） 

30.0円 

（15.0） 

１ 株 当 た り 純 資 産 685.22 円 743.57 円 763.35 円 

(注) 売上高に消費税等は含んでおりません。 

 

(２) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2021 年４月 30日現在) 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 15,560,000株 100.00％ 

現 時 点 の 行 使 価 額 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
34,000 株 0.22％ 

下 限 値 の 行 使 価 額 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

上 限 値 の 行 使 価 額 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

(注) 上記潜在株式数は、全てストックオプションによるものです。 
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(３) 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2018年 10月期 2019年 10月期 2020年 10月期 

始値 1,390円 1,465円 1,536円 

高値 1,931円 1,620円 2,475円 

安値 1,280円 1,057円 880円 

終値 1,484円 1,561円 969円 

 

② 最近６ヶ月間の状況 

 2021年 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

始値 1,281円 1,389円 1,576円 1,414円 1,423円 1,362円 

高値 1,495円 1,667円 1,603円 1,517円 1,580円 1,394円 

安値 1,262円 1,309円 1,366円 1,322円 1,335円 1,300円 

終値 1,387円 1,575円 1,388円 1,428円 1,356円 1,331円 

(注) 2021年７月の株価については、2021年７月９日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2021年７月９日現在 

始値 1,328円 

高値 1,332円 

安値 1,300円 

終値 1,331円 

 

(４) 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 該当事項はありません。 

以 上 
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別紙 

 

株式会社学情 

第３回新株予約権 

発 行 要 項 
 

１．本新株予約権の名称 

株式会社学情第３回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．本新株予約権の総数 

13,000 個 

３．各本新株予約権の払込金額 

323 円（本新株予約権の目的である株式１株当たり 3.23 円） 

４．申込期間 

2021年７月 28日 

５．割当日 

2021年７月 28日 

６．払込期日 

2021年７月 28日 

７．募集の方法 

第三者割当ての方法により、いちよし証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。 

８．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 1,300,000 株とする（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100株とする｡）。但し、下記

第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2)  当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場合

には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨

てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合（但し、株式分割等

を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じ

る１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、

第 11項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調 整 後 割 当 株 式 数 ＝ 調 整 前 割 当 株 式 数  × 調 整 前 行 使 価 額  

調 整 後 行 使 価 額 

(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11項第(2)号、

第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同

日とする。 

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並びにそ

の事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知

する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことが

できない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行

使価額に割当株式数を乗じた額とする。 
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(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」と

いう｡）は、当初 1,331円とする。但し、行使価額は第 10項又は第 11項に従い、修正又は調整され

る。 

10．行使価額の修正 

第 16項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の直前

取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取

引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 92％に相当する金額の１円未満の端数を切

り捨てた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回

る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正

日にかかる修正後の行使価額が 1,150 円（以下「下限行使価額」といい、第 11 項の規定を準用して調

整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変

更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」

という｡）をもって行使価額を調整する。 

      新 発 行 ・ 

処 分 株 式 数 
× １ 株 当 た り の 

払 込 金 額 

調 整 後行

使価額 
＝ 調 整 前行

使価額 
× 

既発行株

式数 
＋ 

時 価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社

の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、当社又はその

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をい

う。以下同じ。）の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を

交付する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株

式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社

普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を

除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当

ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取

得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（但

し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除

く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条

件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約

権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交

付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 
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⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調

整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日

の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、

次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 － 
調 整 後 

行使価額 × 
調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当 該期間 内に交 付された 株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどま

る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、

行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこ

の差額を差し引いた額を使用する。 

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げる。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45取引日目

に始まる 30 取引日（終値のない日数を除く｡）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位

を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１

ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通

株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・

処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を

含まないものとする｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株

予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とすると

き。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第

10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の

調整を行う。 

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権

者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開

始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前

日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2021年７月 29日から 2023年７月 28 日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の

翌日以降、会社法第 273 条及び第 274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をした上で、

当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当

社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合
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には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却す

るものとする。 

(2) 当社は、2023 年７月 28 日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社

を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するも

のとする。 

(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下

「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第 273 条の規定に従

って、取得日の２週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約

権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を

取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘

柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定

した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個当

たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。

当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定

めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第 19

項記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込

むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19項記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な

全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が

前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17. 新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般

的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流

動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を

参考に、本新株予約権１個の払込金額を金 323円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は第９項記載のとおりとし、行使価額は当初、1,331円とした。 

19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定

める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 
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23．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 
以  上 

 

 
 


